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 提案理由  

  大野市和泉地区化石保全活用計画推進委員会の庶務事務を、住民振興課から文

化財課へ移管するため  



 

大野市教育委員会告示第  号  

 

 大野市和泉地区化石保全活用計画推進委員会設置要綱を次のように定める。  

 

         平成３１年３月   日  

 

                     大野市教育委員会  

 

   大野市和泉地区化石保全活用計画推進委員会設置要綱  

 

 （趣旨）  

第１条  大野市和泉地区化石保全活用計画（以下「計画」という。）を推進すると

ともに進行管理を図るため、大野市和泉地区化石保全活用計画推進委員会（以下

「委員会」という。）の設置について必要な事項を定めるものとする。  

 （所掌事項）  

第２条  委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。  

 (1) 計画の推進に関すること。  

 (2) 計画の進行管理に関すること。  

 (3) 前２号に掲げるもののほか、計画の推進に必要な事項に関すること。  

 （組織）  

第３条  委員会は、委員１０人以内をもって組織する。  

２  委員は、次に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱又は任命する。  

 (1) 化石研究機関の長から推薦を得た者  

 (2) 学識経験者  

 (3) 市職員  

 (4) 前３号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者  

３  委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。  

４  委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

 （委員長及び副委員長）  

第４条  委員会に次の役員を置く。  

(1) 委員長  １人  



 

(2) 副委員長  １人  

２  委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。  

３  委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。  

４  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理す

る。  

 （会議）  

第５条  委員会の会議は、委員長が招集する。  

２  委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させること

ができる。  

 （庶務）  

第６条  委員会の庶務は、教育委員会文化財課において処理する。  

 （その他）  

第７条  この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が別に定める。  

   附  則  

 （施行期日）  

１  この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

 （委員の任期）  

２  第３条に規定する委員は、廃止前の大野市和泉地区化石保全活用計画推進委員

会設置要綱（平成２８年告示第１２９号）の委員の任期を引き継ぐものとする。  


